
 

 

運送便の改正について 

 

 信越支社郵便事業本部オペレーション部は、本日（4 月 24 日）「運送便の改正」に

ついて地方本部に説明してきました。 

 

 表記趣旨は、官外地域間便について結束時間、輸送力確保、また管内地域内便につ

いては運送便の効率化が見込めることから運送ダイヤ・施設等の変更を実施するもの

です。 

 

１．改正線路等 【実施日５/１（木）】 

 

（１） 対象線路名 

 

官外地域間 大阪・長岡線  新潟下２ 

                新潟神戸下 

      名古屋・長野線   下４ 

 

地域内 木曽福島・三岳線  上下１ 

      木曽福島・大桑線  上下１ 

      木曽福島・南木曽線 上下１ 

 

（２） 改正ダイヤ 

別紙のとおり 

 

２．その他 

発着管理システムの変更 

既定便における登録変更は支社が実施する。 

 

  この運送ダイヤ変更についての要員措置及び服務表改正はありません。 

 

【労使対応】 情報提供 
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